（R06　教育合同　本部）

項目１（１８）

○　府教育庁においては、学校図書館の円滑な運営体制の構築を指示する「学校図書館運営体制の基本的方針」や、学校図書館の役割、業務マニュアルなどを示す「学校図書館活性化ガイドライン」を策定し、府立学校に配置している司書教諭を中心に、全教職員の協力のもとに、学校図書館機能を維持していただいていると認識している。

○　行財政計画（案）及び財政再建プログラム（案）において実習教員については、国標準を上回る定数を削減するとともに、府単独措置である非常勤補助員の配置を廃止したもの。あわせて、実習教員による図書専任制度を見直したものである。

項目１（２４）

○　病気休暇の承認手続きについては、断続的に病気休暇を取得する職員に対する適切な健康管理と服務規律の確保の観点から、皆様方との協議を経て、平成25年度から承認手続きの見直しを行ったところ。

〇　病気休暇の取得にあたっては、診断書の添付を必要としているが、職員の負担軽減及び 適正な休暇取得等の観点から、入院の場合は、入院診療計画書、また、通院の場合は、通院した日に限り、原則、事前に「医療機関を受診する旨」を校長・准校長等に伝えた上で、医療機関を受診し、領収書等を提出する場合年５日を限度として、認めることとしている。

項目１（３５）①②

≪①7割水準について≫
○　国においては、民間の高齢期雇用の実情を人事院が調査した結果を考慮し、給与水準は６０歳前の７割水準となるよう制度設計したものであり、本府においても地方公務員法に規定している均衡の原則を踏まえ、国の取扱いに準じた取扱いとするものである。

○　なお、国においては、６０歳超の職員の俸給月額７割措置について、定年の段階的引き上げが完成する令和１３年度までに、人事院における検討を踏まえ政府が所要の措置を講ずることとされているところであり、本府においても、国家公務員における検討の状況を注視してまいりたい。

≪②仕事と給与の矛盾について≫
○　地方公務員の給与は、地方公務員法において、職務と責任に応ずるものでなければならない（職務給原則）とされている一方、いわゆる基本給（給料月額）については、同一の職務の級の中でも一定の幅が設けられ、具体的な水準は勤続期間等勤務に関する諸要件を考慮して決定することとされており、同じ職務と責任を有する職員間でその額に差が生じることは予定されているものとなっている。

項目１（４５）

○　新学習指導要領において、知識及び技能が習得されるようにすること、思考力、判断力、表現力等を育成すること、学びに向かう力、人間性等を涵養することの３つを偏りなく実現できるようにすることが求められており、資質・能力の育成にあたっては、３観点をバランスよく評価していくことが重要であると考えている。

項目３（４）

○　２級適用を受ける教諭は、地方公務員法第１７条の正規任用として教員採用選考テストの合否により任用すべきものと考えている。

○　講師登録制度の改善については、経験に着目した登録区分を設けることや、登録手続きを簡素化するなどの改善を、平成20年度から実施しているところ。

項目５（１）

○　卒業式・入学式における国旗掲揚・国歌斉唱については、学習指導要領において、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と位置づけられていること、及び「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」の規定に基づき、府立学校及び市町村教育委員会を指導してきたところ。

○　今後とも、学習指導要領及び条例制定の趣旨が徹底されるよう、府立学校長及び教職員に対し、職務命令を含む指導をしてまいる。

○　管理運営事項のため回答できない。

○　処分にかかわるご要求については、管理運営事項であるので、回答できないことをご了承賜りたい。

項目５（３）

○　管理運営事項のため、回答できない。

○　定時制の課程の学級編制については、平成10年度から実施した総合募集に係わって、新たな学級編制基準を策定し、公表している。
また、令和６年度については、学級編制基準を維持しつつ、各校の状況を踏まえ、学級編制を行った。今後も、各校の状況を踏まえた学級編制を行ってまいる。

項目５（１４）

○　管理運営事項のため、回答できない。

項目５（３３）

○　チャレンジテストは、府内における生徒の学力を把握・分析することにより、学力向上を図ることと、大阪府公立高等学校入学者選抜における調査書評定の公平性を担保することの二つの目的で実施している。

○　大阪府公立高等学校入学者選抜においては、調査書の絶対評価の公平性を確実に担保すること、また、生徒、保護者にとってわかりやすいものとすることが重要と考え、実際に受験する生徒たちの中学校ごとの学力状況を客観的に表す数値を用いることが肝心との考えから、チャレンジテストを活用した府内統一ルールを定めている。

○　管理運営事項のため回答できない。

項目５（３５）①

〇　令和７年度入学者選抜においては、令和６年度入学者選抜と同様に、学力検査実施日から合格者発表までの期間を５日とした。選抜実施計画の作成に当たり、１日の勤務時間が７時間45分を超えないよう学校を指導しているところ。



項目５（３５）②

〇　平成27年度入学者選抜までは、前期選抜及び後期選抜の２度の選抜を実施していたが、平成28年度入学者選抜からは３月に原則一本化し、「一般入学者選抜」として実施することとした。ただし、受験生の技能や意欲を重視し、実技検査や面接を実施するなど評価尺度や評価方法が異なる選抜については、生徒の受験準備や高等学校の選抜実施環境を勘案して、「特別入学者選抜」として「一般入学者選抜」より早い日程で実施する。

項目５（３５）③

〇　自己申告書については、生徒を学力だけでなく、人物像も含めて多面的に評価するという観点から選抜資料として活用するものである。
調査書については、総合所見欄を活動/行動の記録とした。自己申告書とともに志願者を多面的に評価し、志願者が自校のアドミッションポリシー（求める生徒像）に合致する者であるかを判断する資料とするものである。

項目５（４２）

○　2025年日本国際博覧会児童・生徒招待事業については、家庭環境に関わらず、出来るだけ多くの児童・生徒が来場できるよう、学校単位の招待としているが、参加は強制ではなく、各学校において判断いただくものと考えている。
